
 
消 防 局 
訓 令 番 号 消防局訓令名 公布年月日 

消 防 局 
訓令第１号 さいたま市警防活動組織規程の一部を改正する訓令 令和５年３月３１日 

消 防 局 
訓令第２号 さいたま市警防規程の一部を改正する訓令 令和５年３月３１日 

消 防 局 
訓令第３号 

さいたま市救急業務等に関する規程の一部を改正す

る訓令 令和５年３月３１日 

消 防 局 
訓令第４号 

さいたま市消防職員の勤務時間に関する規程の一部

を改正する訓令 令和５年３月３１日 

消 防 局 
訓令第５号 

消防局長の権限に属する事務に係る事務専決規程の

一部を改正する訓令 令和５年３月３１日 

消 防 局 
訓令第６号 

さいたま市消防職員の勤務時間等に関する規程の一

部を改正する訓令 令和５年５月２日 

 



 

 

消防局訓令第１号 

   さいたま市警防活動組織規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市警防活動組織規程（平成１９年さいたま市消防局訓令第８号）の一部を

次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（部隊の長及び任務） （部隊の長及び任務） 

第６条 ［略］ 第６条 ［略］ 

２～６ ［略］ ２～６ ［略］ 

７ 次の各号に掲げる者に事故があるときは、当該

各号に定める者がその職務を代理する。 

７ 次の各号に掲げる者に事故があるときは、当該

各号に定める者がその職務を代理する。 

⑴ 大隊長 中隊長の中から上位の階級を有する

者（同一の階級の者が複数存在するときは、署

長が指定する者）又は署長が指定する者 

⑴ 大隊長 消防署の中隊長（消防署の中隊長に

事故があるときは、出張所の中隊長（中央消防

署にあっては、署長が指定する者）） 

 ⑵ ［略］  ⑵ ［略］ 

  

   附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 

消防局訓令第２号 

   さいたま市警防規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市警防規程（平成１３年さいたま市消防本部訓令第１５号）の一部を次の

ように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （警防責務）  （警防責務） 

第３条 ［略］  第３条 ［略］ 

２ 警防部長は、この訓令の定めるところにより、

警防活動を掌握し、警防態勢の確立を図るととも

に、警防課長、救急課長、救急指導室長及び指令

課長（以下「警防部課室長」と総称する。）並び

に消防署長（以下「署長」という。）を指揮監督

し、警防活動に係る施策に万全を期さなければな

らない。 

２ 警防部長は、この訓令の定めるところにより、

警防活動を掌握し、警防態勢の確立を図るととも

に、警防課長、救急課長及び指令課長（以下「警

防部課長」と総称する。）並びに消防署長（以下

「署長」という。）を指揮監督し、警防活動に係

る施策に万全を期さなければならない。 

 

３ ［略］ ３ ［略］ 

４ 警防部課室長は、警防部長の行う警防活動に係

る施策を補佐し、署長の行う警防活動が効率的に

運用されるよう努めなければならない。 

４ 警防部課長は、警防部長の行う警防活動に係る

施策を補佐し、署長の行う警防活動が効率的に運

用されるよう努めなければならない。 

５・６  [略] ５・６  [略] 

  

（消防資料の整備） （消防資料の整備） 

第６条 警防部長及び署長は、関係法令に基づく許 

可、確認、届出等の事務処理を行うに当たっては、

警防活動上必要な資料の入手及び整備に努めると 

ともに、各課、各室及び各署所と相互に密接な連

絡を取り、関連する事項を検討して警防業務の万

全を図るものとする。 

第６条 警防部長及び署長は、関係法令に基づく許 

可、確認、届出等の事務処理を行うに当たっては、

警防活動上必要な資料の入手及び整備に努めると 

ともに、各課、各署所と相互に密接な連絡を取り、

関連する事項を検討して警防業務の万全を図るも 

のとする。 

  

（気象情報） （気象情報） 

第１４条 指令課長は、気象情報の収集及び気象情

報観測装置による記録を行い、必要な事項を消防

署所に通報するものとする。 

第１４条 指令課長は、気象情報の収集及び気象観

測機器による記録を行い、必要な事項を消防署所

に通報するものとする。 

  

（指揮宣言）  （指揮宣言） 

第２６条 最高指揮者は、指揮の執行に当たり、指 第２６条 最高指揮者は、指揮の執行にあたり、指



 

 

揮を執る旨の宣言（以下「指揮宣言」という。）

を行わなければならない。 
揮を執る旨の宣言（以下「指揮宣言」という。）

を行わなければならない。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

 （出場計画）  （出場計画） 

第４０条 災害の出場区分は、次に掲げるとおりと

する。 

第４０条 災害の出場区分は、次に掲げるとおりと

する。 

⑴～⑶ ［略］ ⑴～⑶ ［略］ 

⑷ 指定出場 第１出場、第２出場及び第３出場

（以下「次数出場」という。）以外の出場で、

指令管制システムの部隊編成による場合の出場 

⑷ 指定出場 第１出場、第２出場及び第３出場

（以下「次数出場」という。）以外の出場で、

部隊編成自動管理システムの部隊編成による場

合の出場 

⑸・⑹ ［略］ ⑸・⑹ ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

  附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 



 

 

消防局訓令第３号 

さいたま市救急業務等に関する規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市救急業務等に関する規程（平成１３年さいたま市消防本部訓令第１７号

）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

（定義） （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語

の意義は、当該各号に定めるところによる。 

 ⑴～⑽ ［略］ ⑴～⑽ ［略］ 

 ⑾ 救急自動車 救急業務実施基準（昭和３９年 

自消甲教発第６号消防庁長官通知）第１０条に 

規定する要件を満たした車両 

⑾ 救急自動車 救急業務実施基準（昭和３９年 

自消甲教発第６号消防庁長官通知）救急業務実 

施基準第９条に規定する要件を満たした車両 

  

（出場）  （出場） 

第８条 ［略］ 第８条 ［略］ 

 ２ 高度救命処置隊（救急自動車に高度救命処置用

資器材を積載し、救急救命士が乗務する救急隊を

いう。以下同じ。）は、前項の規定により出場す

るほか、同項の規定により高度救命処置隊以外の

救急隊が出場する場合であって、次に掲げる場合

に出場するものとする。 

 ⑴ 傷病者が救命士法第２条に定める重度傷病者 

である場合 

 ⑵ 多数傷病者が発生し、傷病者の重症度・緊急 

度の選別等が必要な場合 

  ⑶ 救急隊長から要請があった場合 

  ⑷ 医師から緊急の転院搬送の要請があり、必要 

と認められる場合 

  ⑸ 前各号に掲げるもののほか、消防長が必要と

認めた場合 

  

（応援の要請） （高度救命処置隊との連携） 

第９条 救急隊は、当該救急隊のみで救急活動を行 

うことが困難と判断した場合は、救急隊、消防隊、

救助隊、医師、看護師、警察官その他必要な組織 

又は人員の応援を要請することができる。 

 

第９条 前条第２項の規定により救急隊が同時に出

場し、先着した救急隊が傷病者を搬送できる場合

は、直ちに医療機関等へ搬送するものとする。た

だし、当該傷病者が救急救命処置を必要とし、高

度救命処置隊との連携が速やかに図れる場合は、



 

 

この限りではない。 

  

（統括救急技術指導員） （統括救急技術指導員） 

第１４条 ［略］ 第１４条 ［略］ 

２ ［略］ ２ ［略］ 

３ 統括救急技術指導員は、救急業務等の指導及び

調整に当たるものとする。 

３ 統括救急技術指導員は、消防長の命を受け、救 

急業務等の指導及び調整に当たるものとする。 

  

（救急技術指導員）  （救急技術指導員） 

第１５条 ［略］ 第１５条 ［略］ 

２ 救急技術指導員は、消防署の救急係長の職にあ

る者を充てるものとする。 

２ 救急技術指導員は、消防署の救急隊長の職にあ

る者を充てるものとする。 

３ ［略］ ３ ［略］ 

  

（訓練の区分） （訓練の区分） 

第１８条 訓練は、次に掲げるものとする。 第１８条 訓練は、次に掲げるものとする。 

 ⑴・⑵ ［略］  ⑴・⑵ ［略］ 

 ⑶ 普及技能訓練 傷病者を応急に救護するため 

に必要な技能の普及（以下「普及業務」という。

）に必要な指導能力を養うために行うもの 

 ⑶ 普及技能訓練 第４３条に定める普及業務に 

必要な指導能力を養うために行うもの 

  

（観察の実施） （観察の実施） 
第２２条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故

の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置の実

施、重症度及び緊急度並びに医療機関選定の判断

に資するために行うものとする。 

第２２条 観察は、傷病者の周囲の状況、救急事故

の形態及び傷病者の状態を把握し、応急処置の実

施及び重症度並びに医療機関選定の判断に資する

ために行うものとする。 

  

（医療機関の選定） （医療機関の選定） 

第３０条 傷病者の搬送に当たっては、原則として、

傷病者の症状及び程度に適応した最も近い医療機 

関を選定するものとする。ただし、次に掲げる場

合にあっては、この限りでない。 

 

第３０条 傷病者の搬送に当たっては、原則として、

傷病者の症状及び程度に適応した最も近い医療機 

関を選定するものとする。ただし、傷病者又は家 

族等から特定の医療機関へ搬送を依頼された場合、

及び通院加療中の医療機関がある場合は、傷病者 

の症状及び程度及び救急業務上の支障の有無を判 

断し、可能な範囲において当該医療機関に搬送す 

るよう努めるものとする。 

 ⑴ 傷病者又は家族等から特定の医療機関へ搬送

を依頼された場合 
 

 ⑵ 傷病者が通院加療中の医療機関がある場合  

 ⑶ 前２号に掲げるもののほか、救急隊長が必要

と認める場合 
 

  

（傷病者の搬送） （傷病者の搬送） 

第３１条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状

態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該

傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合

は、トリアージの結果から総合的に判断する。た

だし、傷病者又はその関係者が、搬送を拒否した

場合は、搬送しないことができる。 

第３１条 傷病者の搬送に当たっては、傷病者の状

態からみて搬送可能と認められる場合に限り当該

傷病者を搬送するものとし、傷病者が複数の場合

は、症状が重いと認められる者を優先するものと

する。ただし、傷病者又はその関係者が、搬送を

拒否した場合は、搬送しないものとする。 



 

 

  

（救急隊員の任務） （救急隊員の任務） 

第３７条 救急隊長は、救急活動全般の責任者であ

ることを自覚し、隊員及び機関員を指揮し、救急

活動を円滑に行うものとする。 

第３７条 救急隊長は、救急活動全般の責任である

ことを自覚し、隊員及び機関員を指揮し、救急活

動を円滑に行うものとする。 

２ ［略］ ２ ［略］ 

  

（感染防止対策） （感染防止対策） 

第４１条 消防長は、感染症法第６条第１７項に規

定する病原体等からの感染を予防するため、対策

を講じるものとする。 

第４１条 消防長は、感染症法第６条第１７項に規

定する病原体等からの感染を予防するため、感染

防止対策要領を別に定めるものとする。 

２ 署長は、救急業務の実施に際し、感染症法第６ 

条第１７項に規定する病原体等により汚染を受け、

感染のおそれが生じた場合には総務省消防庁が定 

める救急隊の感染防止対策マニュアルに準じて、

必要な措置を講じるものとする。 

２ 署長は、救急業務の実施に際し、感染症法第６ 

条第１７項に規定する病原体等により汚染を受け、

感染のおそれが生じた場合には感染防止対策要領 

により速やかに必要な措置を講じるものとする。 

  

（普及業務）  （普及業務） 

第４３条 消防長は、普及業務を効果的に推進する

ため、さいたま市応急手当普及啓発実施要綱を別

に定めるものとする。 

第４３条 消防長は、傷病者を応急に救護するため

に必要な技能の普及（以下「普及業務」という。

）を効果的に推進するため、さいたま市応急手当

普及啓発実施要綱を別に定めるものとする。 

  

（救急活動記録） （救急活動記録） 

第４７条 救急隊長は、救急活動を行った場合には、

救急活動記録票、事後検証票等を別に定める要領 

により作成するものとする。 

第４７条 救急隊長は、救急活動を行った場合には、

救急活動記録票、事後検証票等を別に定める記入 

要領により作成するものとする。 

２・３ ［略］ ２・３ ［略］ 

  

（医師の署名等）  （医師の署名等） 

第４８条 救急隊長は、傷病者を搬送し、医療機関

に引き渡した場合には、当該事実を確認した旨の

医師の署名又は押印を救急活動記録票等に受ける

ものとする。 

第４８条 救急隊長は、傷病者を搬送し、医療機関

に引き渡した場合には、当該事実を確認した旨の

医師の署名又は押印を救急活動記録票に受けるも

のとする。 

  

（出場報告） （出場報告） 

第４９条 署長は、必要と認めるときは、所属救急

隊の毎日の出場を、速やかに、警防部長へ報告す

るものとする。 

第４９条 署長は、所属救急隊の毎日の出場を、速

やかに、警防部長へ報告しなければならない。 

  

（救急月報告） （救急月報告） 

第５０条 署長は、必要と認めるときは、その月の

救急業務実施状況を、速やかに、警防部長へ報告

するものとする。 

第５０条 署長は、その月の救急業務実施状況を、

速やかに、警防部長へ報告しなければならない。 

  

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

 救急資器材一覧表  救急資器材一覧表 

分類 品名 

観察用  ［略］ 

  

分類 品名 

観察用  ［略］ 

  



 

 

   患者監視装置（血圧、

血中酸素飽和度、心電

図の測定機能を有する

） 

呼吸・循環管理用 ［略］ 

自動人工呼吸器一式 

呼気二酸化炭素測定器

具 

 ［略］ 

喉頭鏡（ビデオ硬性挿

管用喉頭鏡を含む） 

［略］ 

輸液セット 

 

［略］ 

薬剤（アドレナリン） 

［略］ 

声門上気道デバイス 

ブドウ糖溶液 

 

 ［略］ 

創傷等保護用  ［略］ 

骨盤固定具 

 ［略］ 

保温・搬送用  ［略］ 

スクープストレッチャ

ー 

 ［略］ 

消毒・感染防止用  

 

 

 

 

 

  

  

 各種消毒薬 

 ゴム手袋 

 

 ［略］ 

通信用  ［略］ 

 携帯電話 

 

 情報通信端末 

 

 ［略］ 

その他 トリアージタッグ 

 瞬間冷却剤 

 分娩用資器材 

 ［略］ 

洗眼器 

  

   患者監視装置（血圧、

血中酸素飽和度、心電

図、体温の測定機能を

有する） 

呼吸・循環管理用 ［略］ 

自動人工呼吸器 

手動引金式人工呼吸器 

 

 ［略］ 

喉頭鏡 

 

［略］ 

輸液セット（成人用、

小児用） 

［略］ 

薬剤（エピネフリン） 

［略］ 

食道閉鎖式エアウェイ 

ラリンゲアルマスク（

各サイズ） 

 ［略］ 

創傷等保護用  ［略］ 

砂のう 

 ［略］ 

保温・搬送用  ［略］ 

２つ折り担架 

 

 ［略］ 

消毒・感染防止用 Ｅ．Ｏ．Ｇ滅菌器 

噴霧消毒器 

紫外線殺菌装置 

指頭消毒器 

手洗鉢（ブラシを含む

） 

液量計（５００ⅿⅼ、

５０ⅿⅼ) 

各種消毒薬 

ビニール手袋（各種・

滅菌） 

［略］ 

通信用  ［略］ 

 自動車電話（車内外兼

用型） 

 自動車電話ファクシミ

リ 

［略］ 

その他  

 瞬間冷却剤 

 臍帯クリップ 

 ［略］ 

傷病者搬送票 

  



 

 

    ［略］ 

感染防止衣 

 ［略］ 

［略］ 
 

    ［略］ 

救急白衣 

 ［略］ 

［略］ 
 

  

附 則 

この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

  



 

 

消防局訓令第４号 

   さいたま市消防職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市消防職員の勤務時間等に関する規程（平成１３年さいたま市消防本部訓

令第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （定年前再任用短時間勤務職員等の勤務時間等 

 ） 

 （再任用職員の勤務時間等） 

第４条 定年前再任用短時間勤務職員（地方公務

員法（昭和２５年法律第２６１号）第２２条の

４第１項の規定により採用された職員をいう。

）及び暫定再任用職員（地方公務員法の一部を

改正する法律（令和３年法律第６３号）附則第

４条第１項若しくは第２項又は第６条第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員をい

う。）の勤務時間、週休日、休憩時間及び睡眠

時間は、前条の規定にかかわらず、別表第３の

とおりとする。 

第４条 再任用職員（地方公務員法（昭和２５年

法律第２６１号）第２８条の４第１項若しくは

第２８条の５第１項又は第２８条の６第１項若

しくは第２項の規定により採用された職員をい

う。）の勤務時間、週休日、休憩時間及び睡眠

時間は、前条の規定にかかわらず、別表第３の

とおりとする。 

  

   附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 



 

消防局訓令第５号 

   消防局長の権限に属する事務に係る事務専決規程の一部を改正する訓令 

 消防局長の権限に属する事務に係る事務専決規程（平成１５年さいたま市消防局訓

令第１号）の一部を次のように改正する。 

 次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

 ⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

 ⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

 ⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

別表第１（第３条関係） 

共通専決事項 

別表第１（第３条関係） 

共通専決事項 

専決事項 

課
長 

署
長 

部
長 

１ 病気休暇及び特別休暇（さ

いたま市職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例施行

規則（平成１３年さいたま市

規則第２９号）第２１条第１

項第３号及びさいたま市会計

年度任用職員の勤務時間及び

休暇に関する規則（令和元年

さいたま市規則第５１号）第

１１条第１項第３号を除く。

）を承認すること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職、

部の課長及び調整幹 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

２ 職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２

２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。）を

除く。）の職務専念義務を免

除すること（さいたま市職員

の職務に専念する義務の特例

に関する条例施行規則（平成

１４年さいたま市人事委員会

規則第１６号）第２条第１０

号から第１２号までに限る。

   

専決事項 

課
長 

署
長 

部
長 

１ 病気休暇及び特別休暇（さ

いたま市職員の勤務時間、休

日及び休暇に関する条例施行

規則（平成１３年さいたま市

規則第２９号）第２１条第１

項第３号及びさいたま市会計

年度任用職員の勤務時間及び

休暇に関する規則（令和元年

さいたま市規則第５１号）第

１１条第１項第３号を除く。

）を承認すること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職及

び部の課長 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

２ 職員（地方公務員法（昭和

２５年法律第２６１号）第２

２条の２第１項に規定する会

計年度任用職員（以下「会計

年度任用職員」という。）を

除く。）の職務専念義務を免

除すること（さいたま市職員

の職務に専念する義務の特例

に関する条例施行規則（平成

１４年さいたま市人事委員会

規則第１６号）第２条第１０

号から第１２号までに限る。

   



 

）。 

 ⑴ 部に属する部長相当職、

部の課長及び調整幹 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

３ 勤務時間、週休日、休憩時

間及び睡眠時間の割振りをす

ること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職、

部の課長及び調整幹 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

４ 時間外勤務及び休日勤務の

命令をすること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職、

部の課長及び調整幹 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

５ 時間外勤務代休時間の指定

をすること。 

   

 ⑴ 部に属する調整幹   〇 

 ⑵ 署に属する調整幹  〇  

 ⑶ 前２号に掲げる職員以外 

の職員（総合調整幹を除く。

） 

〇   

６ 週休日の振替え及び代休日

の指定をすること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職、

部の課長及び調整幹 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

７ 出張命令（派遣研修の出張

命令を除く。）及び復命の受

理をすること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職、

部の課長及び調整幹 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

８ 所属職員（専門幹、参与及

び主査以下（係長を除く。）

の職員に限る。）の配置に関

すること。 

   

 ⑴・⑵ ［略］    

９～１４ ［略］    
 

）。 

⑴ 部に属する部長相当職及

び部の課長 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

３ 勤務時間、週休日、休憩時

間及び睡眠時間の割振りをす

ること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職及

び部の課長 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

４ 時間外勤務及び休日勤務の

命令をすること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職及

び部の課長 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

５ 時間外勤務代休時間の指定

をすること。 

 

 

 

 

 

○   

６ 週休日の振替え及び代休日

の指定をすること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職及

び部の課長 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

７ 出張命令（派遣研修の出張

命令を除く。）及び復命の受

理をすること。 

   

 ⑴ 部に属する部長相当職及

び部の課長 

  〇 

 ⑵・⑶ ［略］    

８ 所属職員（主査（係長を除

く。）以下の職員に限る。）

の配置に関すること。 

 

   

 ⑴・⑵ ［略］    

９～１４ ［略］    
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

別表第２（第３条関係） 

個別専決事項 

別表第２（第３条関係） 

個別専決事項 

総務部      

課室名 専決事項 課

長 

署

長 

部

長 

 ［略］ 

消防職員課 １・２ ［略］    

 ３ 修学部分休業を承認 ○   

総務部      

課室名 専決事項 課

長 

署

長 

部

長 

 ［略］ 

消防職員課 １・２ ［略］    

 ３ 修学部分休業を承認 ○   



 

すること（課長補佐（ 

課長補佐相当職を含む。

ただし、総合調整幹及 

び調整幹を除く。）以

下の職員に限る。）。 

 ４ 自己啓発等休業を承 

認すること（課長補佐

（課長補佐相当職を含

む。ただし、総合調整

幹及び調整幹を除く。

）以下の職員に限る。

）。 

○   

 ５ 配偶者同行休業を承

認すること（課長補佐

（課長補佐相当職を含

む。ただし、総合調整

幹及び調整幹を除く。

）以下の職員に限る。

）。 

○   

 ６ 育児休業を承認する 

こと（課長補佐（課長

補佐相当職を含む。た

だし、総合調整幹及び

調整幹を除く。）以下

の職員に限る。）。 

○   

 ７～１１ ［略］    

 １２ 職員（課長補佐（ 

課長補佐相当職を含む。

ただし、総合調整幹及 

び調整幹を除く。）以

下の職員に限る。）の

派遣研修の出張命令に

関すること。 

○   

 

すること（課長補佐（ 

課長補佐相当職を含む。

）以下の職員に限る。

）。 

 

 ４ 自己啓発等休業を承 

認すること（課長補佐

（課長補佐相当職を含

む。）以下の職員に限

る。）。 

 

 

○   

 ５ 配偶者同行休業を承

認すること（課長補佐

（課長補佐相当職を含

む。）以下の職員に限

る。）。 

 

 

○   

 ６ 育児休業を承認する

こと（課長補佐（課長

補佐相当職を含む。） 

以下の職員に限る。）。

 

 

○   

 ７～１１ ［略］    

 １２ 職員（課長補佐（ 

課長補佐相当職を含む。

）以下の職員に限る。 

）の派遣研修の出張命 

令に関すること。 

 

 

○   

 

  

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

  

 ［略］ 
 

 ［略］ 
 

備考 ［略］ 備考 ［略］ 

  

   附 則 

 この訓令は、令和５年４月１日から施行する。 

 

 



 

 

消防局訓令第６号 

   さいたま市消防職員の勤務時間等に関する規程の一部を改正する訓令 

 さいたま市消防職員の勤務時間等に関する規程（平成１３年さいたま市消防本部訓

令第６号）の一部を次のように改正する。 

次の表中下線又は太線の表示部分（以下、改正前の欄にあっては「改正部分」と、

改正後の欄にあっては「改正後部分」という。）については、次のとおりとする。 

⑴ 改正部分及びそれに対応する改正後部分が存在するときは、当該改正部分を当

該改正後部分に改める。 

⑵ 改正部分のみ存在するときは、当該改正部分を削る。 

⑶ 改正後部分のみ存在するときは、当該改正後部分を加える。 

改正後 改正前 

 （勤務時間の割振り及び休憩時間）  （勤務時間の割振り及び休憩時間） 

第５条 前２条の規定にかかわらず、早出遅出勤

務（始業及び終業の時刻を、職員の柔軟な働き

方に資するものとして、又は業務上の都合によ

り、あらかじめ定められた特定の時刻とする勤

務時間の割振りによる勤務をいう。）を行う毎

日勤務の職員については、別に定めるところに

より勤務時間の割振り及び休憩時間を定めるこ

とができる。 

第５条 第３条及び前条の規定にかかわらず、育

児、介護、障害又は業務上の都合により早出遅

出勤務（始業及び終業の時刻を、職員が育児若

しくは介護を行うためのものとして、若しくは

職員の障害の特性等に応じて、又は業務上の都

合により、あらかじめ定められた特定の時刻と

する勤務時間の割振りによる勤務をいう。）を

行う毎日勤務の職員については、別に定めると

ころにより勤務時間の割振り及び休憩時間を定

めることができる。 

  

   附 則 

 この訓令は、令和５年５月８日から施行する。 

 

 


